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カーボン・オフセットの取組に対する
第三者認証機関による認証基準

Å認証の種類

ïカーボン・オフセット型

Å商品使用・サービス利用オフセット

Å会議・イベント開催オフセット

Å自己活動オフセット

ï自己活動オフセット支援型

ẑ市場を通さずに特定者間のみで実施される「特定者間完結型」は現時点では
対象外。

Å５つのステップを確認

ï①排出量認識ἲ ②削減努力

ἲ ③クレジット購入等ἲ ④排出量埋め合わせ

ἲ ⑤情報提供
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事例：航空機利用の際の
カーボン・オフセット

事例： エネルギー購入の際の
カーボン・オフセット

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等が商品を使用したり、サービスを利

用したりする際に排出される温室効果ガス排出量について、当該商品・サービ
スと併せてクレジットを購入することでオフセットするもの（購入は任意）

商品使用・サービス利用オフセット
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国際会議等でのカー
ボン・オフセット
事例：グレンイーグル
ズＧ８サミット

コンサート等でのカー
ボン・オフセット

スポーツイベント等でのカー
ボン・オフセット
事例： FIFA W杯ドイツ大会

イメージ写真：
http://blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_83a/esperanza/8269538.jpg

会議・イベント開催オフセット

国際会議やコンサート、スポーツ大会等の主催者がその開催に伴って排出
される温室効果ガス排出量をオフセットするもの
（費用は主催者又は参加者が負担）
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自己活動オフセット

市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等が、他の場所で排出削減・吸収を実

現するプロジェクトからのクレジットを購入することで、自らの活動に伴って排出
される温室効果ガス排出量をオフセットするもの（費用は基本的に市民、企業、
NPO/NGO、自治体、政府等が自己負担）

自社ビルからの温室
効果ガス排出量をオ
フセット

自動車利用の際の
温室効果ガスをオ
フセット

日常生活からの温室効
果ガスをオフセット
例：一ヶ月の電気料金の
ＣＯ２換算分
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自己活動オフセット支援

商品・サービスを介し、消費者の日常生活等に伴う排出量のオフセットを支
援するもので、消費者の視点からは自己活動オフセットとみなしうるもの（費用
は消費者等が自己負担）

どうしても減らせない排出
量の全部又は一部をオフ
セットする手段として、例
えば、排出量クレジット1kg

が付いている缶入飲料1

本を購入する。

消費者は、日常生活等
に伴う排出量を把握し、
削減努力を行った上で、
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カーボン・オフセットとは「市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、①自らの温室

効果ガスの排出量を認識し、②主体的にこれを削減する努力を行うとともに、③削減が困難な部分の
排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等（クレジット）を購入するこ
と、又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、④その排
出量の全部又は一部を埋め合わせること」と環境省指針（H20.2）で定義されています。また、⑤消費
者に対して、適切な情報を提供することは、カーボン・オフセットにおいて重要な要素とされています。

家庭やオフィス、移動（自動車・飛行機）での温室効果ガス排出
量を把握する

省エネ活動や環境負荷の少ない交通手段の選択など、温室効
果ガスの削減努力を行う

削減が困難な排出量を把握し、他の場所で実現したクレジット
の購入または他の場所での排出削減活動を実施

対象となる活動の排出量と同量のクレジットで埋め合わせ（相
殺）する

（適切な情報提供を行う）

①

②

③

④

⑤
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気候変動対策認証センター（CCCCJ）

º 公的非営利の立場からの第三者認証制度を運営し、環境省基準の普
及を目指す。

· OECC内に設置され、各種制度（J-VER制度等）運営を行う。

º 英国エネルギー気候変動省（Decc ）と日本国環境省（MOEJ）の協力
推進。

· 日英両政府のカーボン・オフセットに関する協力の推進における日
本側の関係機関としてOECCを指定

º 京都メカニズムやISO1406x の経験・知恵を活かす。

· 専門家の知見を活用して制度をブラッシュアップしていく。

º 低炭素社会づくりのためのインフラ整備のお手伝い

· 低炭素社会の実現に向けて、低炭素化に向けた取組の透明性・信
頼性を高め、低炭素関連ビジネス振興を図る。

· 関係機関との連携を進める。

8



資料2-1-1

運営
委員会

案件認証機能

あんしんプロバイダー
制度参加者情報、

認証済案件情報の提供

4CJ ウェブサイト

Å案件に対する審査結果の妥
当性を判断
Åラベル付与の是非を判断

Å制度運営全般
Å制度文書管理
Å案件/ ラベル管理

Å認証済案件等の
情報提供

Å案件およびラベ
ルの管理
Å提供情報の管理

認証
委員会

情報管理機能

カーボン・オフセット認証制度の運営体制（案）

Å案件認証の是非を判断

監督
委員会

Å公平性・倫理判定等を含む第三者による制度監理
Å案件等に対する苦情受付
Å認証後案件のトレースと緊急時対応

環境省J-COF

認証基準
ガイドライン

Å制度全体の方向づけ

Å制度文書（規則・ガイドライ
ン等）の採択・制改定・管理制度文書管理機能
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ガイドライン
により
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H20.2 環境省指針
「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について」

H21.3 第三者認証基準（環境省）

カーボン・オフセット認証制度ラベル・名称使用規程

H20.10 情報提供ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
（環境省）

カーボン・オフセット認証制度実施規則

カーボン・オフセット認証制度利用約款

委員会規程

H20.7 日本政府 低炭素社会づくり行動計画

Ｈ21.4
カーボン・オフセット認証制度

H20.11
オフセット・クレジット

（J-VER）制度

H20.10 GHG算定方法ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
（Ｊ－ＣＯＦ）

制度実施規則

モニタリング
ガイドライン

認証運営委員会規程

ポジティブリスト・方法論
検証

ガイドライン

J-VER制度利用約款

カーボン・オフセット認証制度の体系（案）
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カーボン・オフセット認証制度の特徴
～透明性と信頼性を確保するために～
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º制度運営における三権分立

º 制度設計者（運営委員会）と制度執行者（認証委員会）を分離。

º 苦情処理・公平性・倫理判定・利害抵触等に対する監視、認
証後案件のトレースは監督委員会が担う。

ºサブスキームを用いた信頼性補強の仕組み

º サブスキームであるあんしんプロバイダー制度により信頼性向
上に努めているオフセット・プロバイダーに有利な仕組みを構
築。→オフセット・プロバイダーが信頼性を高めるインセンティブに

º ラベル制度利用者に対しては、あんしんプロバイダー制度参
加者またはJ- VER登録簿利用によるファストトラック・手数料優
遇を用意。
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あんしんプロバイダー制度とは

ºオフセット・プロバイダーの過去一定期間の排出量クレ
ジットの取扱方等を確認した上でウェブサイト上に公表
し、事業者等のオフセット・プロバイダー選択に寄与

ºオフセット・プロバイダーは気候変動対策認証センター
という第三者機関を利用して、透明性を確保するため
の取組を行っていることを表明

º平成20年11月より先行実施

（参考）

º 諸外国においては、排出削減量クレジットのダブルカウントや実態
のない排出量クレジットの取扱い等の不正が発生

· イギリス・フランスにおけるカーボン・オフセット認証制度はオフセット・プロバイ
ダーを中心とした事業者認証になっているが、日本においては案件認証を中
心としており、「あんしんプロバイダー制度」が補助的な役割を果たしている。12


